
様式第九号の二（第十条の六関係）

神奈川県指令 湘セ第3 2 2号 ー 1 0 許可番号 01423034488 

産業廃棄物処分業許可証
住 所 東京都墨田区緑一丁目4番1 9号

名 リバー株式会社

筐にあって］ ＼ 良
及び代表 代表取締役 松岡 直人
名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた者であることを証する。

許可の年月日

許可の有効年月日

神奈川県知事 ［息 見寸 ネ右
令和 6年 1月 9 B に置加四—翌直

（初回許可年月日平成 1 6年 7月 5日）
令和 1 2年 7月 4日

1. 事業の範囲
(1)事業の区分

中間処理（切断）

(2)産業廃棄物の種類（取扱う産業廃棄物は、 特別管理産業廃棄物であるものを除く。）
切断に係るもの

廃プラスチック類（金属くずに附着するものに限る。）、 金属くず、
ガラスくず・ コンクリ ー トくず・陶磁器くず（金属くずに附着するものに限る。）、
がれき類（金属くずに附着するものに限る。）

（注） 石綿含有産業廃棄物を含む旨、 水銀使用製品産業廃棄物を含む旨又は水銀含有ばいじ
ん等を含む旨の注記がない種類については、 石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品産業廃
棄物又は水銀含有ばいじん等を処理できない。

2. 事業の用に供するすべての施設
裏面記載のとおり

3. 許可の条件
なし

4. 許可の更新及び変更の状況
令和6年 1月 9日 更新許可

5. 規則第1 0条の4第7項の規定による許可証の提出の有無 無

僚神奈川県
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	01-009処分-RV那須-栃木県(松岡社長)
	01-010処分-RV伊勢崎-群馬県(松岡社長)
	01-011処分-RV-埼玉県R4.7.1~R9.7.15(東松山保管場所変更)
	01-012処分-RV市原-千葉県～R9.06.30(保管場所変更)
	01-022処分-RV富士-静岡県～(松岡社長)
	01-055処分-RV千葉-千葉市(松岡社長)
	01-098処分-RV相模原-相模原市
	01-101処分-RV24-さいたま市-優～R10.05.23(保管場所変更)
	01-104処分-RV23-船橋市-優～R12.01.03(FFP選別許可)
	01-111処分-RV33-ELV柏-柏市～R08.06.30(松岡社長)
	02-007収運-RV-福島県～R9.08.30(松岡社長)
	02-008収運-RV-茨城県-優～R9.09.04(松岡社長)
	02-009収運-RV-栃木県- R3.09.08~R8.09.07(松岡社長・品目追加)
	02-010収運-RV-群馬県-優～R07.03.21(松岡社長)
	02-011収運-RV-埼玉県-優～R10.9.15(松岡社長)
	02-012収運-RV-千葉県-優～R07.01.16(品目追加、松岡社長)
	02-013収運-RV-東京都-優～R06.11.09(松岡社長)
	02-014収運-RV-神奈川県-優～R9.8.18(松岡社長、品目追加)
	02-015収運-RV-新潟県～R07.03.18(松岡社長)
	02-019収運-RV-山梨県-~R8.09.05(松岡社長)
	02-020収運-RV-長野県-優～R07.02.05(松岡社長)
	02-022収運-RV-静岡県 ~R9.07.31(松岡社長)



